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長野県住生活基本計画（R3～12）の指標（案） 

 指 標 現 状 目 標 目標設定の考え方 

1-1 

新築住宅のうち、ZEH 基準の
省エネ性能を有する住宅の割
合                  県独自 新規 

－ 
100％ 

（R12） 

・2050 ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝを達成するため、家庭
部門の更なる省ｴﾈ化を進める必要があ
ることから本指標を設定 

1-2 

新築住宅（木造在来工法）の
県産木材の使用率 

県独自 継続 

23.1％ 

（H27-R1 平均） 

30％ 

（R6-11 平均） 

・地消地産等、循環型社会形成を図るた
め、旧計画に引き続き本指標を設定 

・ｳｯﾄﾞｼｮｸ等の社会情勢の影響を受けや
すい指標のため 5 年平均値により算出 

1-3 

ﾋｰﾄｼｮｯｸの発生抑制に資する
一定の断熱性能を有する住宅
ｽﾄｯｸの割合             県独自 新規 

55.7％ 

（H30） 

75％ 

（R12） 

・住宅内での急激な温度差によるﾋｰﾄｼｮ
ｯｸ対策のため、住宅ｽﾄｯｸの断熱性能を
示す指標として設定 

1-4 
住宅の耐震化率 

継続 

82.5％ 

（H30） 

92％ 

（R7） 

・大規模地震発生等の人命や財産への被
害軽減を図るため、更なる耐震化を促
進することから本指標を設定 

2-1 

移住･定住促進の取組を記載
した空家等対策計画を策定し
た市町村の割合          県独自 継続 

66.2％ 

（R2） 

80％ 

（R12） 

・地方移住のﾆｰｽﾞが高まる中、移住・定
住促進に繋がる空き家計画の策定につ
いて、前計画から継続指標として設定 

2-2 

民間賃貸住宅のうち、遮音対
策が講じられ、一定の断熱性
能を有する住宅の割合   新規 

11.3％ 

（H30） 

20％ 

（R12） 

・子どもを産み育てやすい住宅として、
子育て世帯の関心の高い賃貸住宅の断
熱性・遮音性に着目した指標を設定 

2-3 

市町村の取組により除却等が
なされた管理不全空き家数 

新規 

1,177 物件 

（H27-R2） 

2,500 物件 

（R3-12） 

・空家法の施行から５年が経過し、市町
村の取組により腐朽・破損のあるその
他空き家が減少していることからさら
に取組を進めるため指標を新たに設定 

2-4 
既存住宅流通ｼｪｱ 

県独自 新規 

13.2％ 

（H30） 

20％ 

（R12） 

・人口減少社会の中、住宅ｽﾄｯｸが増加す
ることが推測されることから、既存住
宅ｽﾄｯｸの有効活用の指標として設定 

3-1 
高齢者の居住する住宅のﾊﾞﾘｱ
ﾌﾘｰ化率           県独自 継続 

60.6％ 

（H30） 

70％ 

（R12） 

・高齢者の家庭内の不慮の事故に発生抑
制を示す指標として設定 

3-1 
ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅戸数 
高齢者居住安定確保計画 継続 

3,420 戸 

（R1） 

3,954 戸 

（R5）整備見込 

・高齢者すまい法に基づく高齢者居住安
定確保計画として指標を設定（高齢者
ﾌﾟﾗﾝとの整合を図った指標） 

3-2 

子世帯と同居・近居している
高齢者世帯の割合 

          県独自 新規 

36.0％ 

（H30） 

40％ 

（R12） 

・高齢者世帯と子世帯の住まいの住居の
距離を、世代間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを示す指標と
して設定 

3-3 
景観行政団体に移行した市町
村の割合            県独自 継続 

31.2％ 

（R2） 

40％ 

（R12） 

・信州の魅力を継承する暮らしの実現の
ため、良好な景観形成のための景観施
策を実施する指標として設定 

4-1 
公営住宅の供給量 
住生活基本計画法定協議 継続 

R3～7 8,300 戸 

R3～12 16,600 戸 

・「長野県県営住宅ﾌﾟﾗﾝ 2016」を見直し
て指標を設定（空室募集＋建替） 

4-2 
居住支援協議会を設立した市
町村の人口カバー率      新規 

0.2％ 

（R2） 

40％ 

（R12） 

・住宅確保要配慮者の居住支援には、特
性に応じ、きめ細かな対応が必要であ
るため、協議会設立を指標として設定 

4-2 

4-3 

住宅確保要配慮者に対する賃
貸住宅の供給の目標戸数 

賃貸住宅供給促進計画 新規 

855 戸 

（R2） 

10,000 戸 

（R12） 

・住宅ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ法に基づく賃貸住宅供給
促進計画として指標を設定 

5-1 

木造在来工法の新築住宅（持
ち家）の割合 

県独自 継続 

75.4％ 

（R2） 

75％ 

現状維持（R12） 

・地域経済を支える地場工務店を中心と
した木造在来工法のｼｪｱ維持を指標と
して設定 

5-2 
リフォーム実施率 

県独自 継続 

29.5％ 

（H26-30） 

35％ 

（R5-10） 

・住宅ｽﾄｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽの活性化からﾘﾌｫｰﾑ需
要を指標として設定 

5-3 

【再掲】新築住宅のうち、ZEH
基準の省エネ性能を有する住
宅の割合              県独自 新規 

－ 
100％ 

（R12） 

・ZEH 基準以上の更なる省ｴﾈ化を促進
し、先端技術の普及を図る指標を設定 


